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１．RSウイルス感染症とは 

RSウイルス感染症は、RSウイルスの感染によって引き起こされる呼吸器感染症です。RSウ

イルスは世界中に広く分布し、接触感染と飛沫感染で感染が広がります。2歳までにほぼすべ

ての乳幼児が感染するとされており、特に生後 6か月未満で初感染すると重症化するといわれ

ています。再感染は生涯を通じて起きますが、2回目以降の感染はより軽症になるのが通常で

あり、年長の小児や成人では重症化することは少ないです。 

RSウイルスの潜伏期間は 2～8日（典型的には 4～6日）とされています。軽い風邪様の症状

から重い肺炎まで様々ですが、特に、乳児期早期（生後数週間～数か月間）は肺炎等の下気道

感染症に至る場合があります。 

 

 

２．RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）について 

妊娠中の方が RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）を接種すると、母体の RSウイルスに対

する抗体の量が増えます。RS ウイルスに対する抗体は胎盤を通じて赤ちゃんに移行され、生後

数か月間、RSウイルス感染症から赤ちゃんを保護することが期待されます。 

【対象者・接種方法】 

妊娠 28週 0日～36週 6日までの妊婦で、妊娠毎に１回 0.5ｍｌを筋肉内に接種します。 

 ※接種後 14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、接種時期につ

いては医師とご相談ください。 

３．RSウイルスワクチン（母子免疫ワクチン）予防接種の副反応 

 以下のような副反応がみられることがあります。また重い副反応としてショック、アナフィラ

キシー（いずれも頻度不明）がみられることがあります。 

 10％以上 10％未満 頻度不明 

局所反応 

（注射部位） 

疼痛（40.6％） 紅斑、腫脹  

免疫系   発疹、蕁麻疹 

精神神経系 頭痛（31.0％）   

筋・骨格系 筋肉痛（26.5％）   

 

４．予防接種を受ける前に… 

（１） 一般的注意 

RSウイルス予防接種の必要性や副反応をよく理解の上、接種してください。 

気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に長柄町福祉課やかかりつ

け医にご相談ください。また、予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切

な情報です。接種を受けるご本人が責任をもってご記入ください。 

（２） 予防接種を受けることが適当でない方 

① 明らかに発熱のある方（一般的に、体温が 37.5℃以上の場合） 

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方 

③ 本剤の成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな方 



※「アナフィラキシー」というのは通常接種後約 30分以内に起こるひどいアレルギー反 

応のことです。発汗、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、嘔吐

(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続き、血圧が下がっていく激しい全

身反応です。 

④ その他、医師が不適当な状態と判断した場合 

（３）予防接種を受けるに際し、かかりつけ医とよく相談しなくてはならない方 

① 血小板減少症、凝固障害を有する方、抗凝固療法を施行している方 

② 本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある方 

③ 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方 

④ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方 

⑤ 予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状を呈したことがある方 

⑥ 過去にけいれんの既往のある方 

⑦ 腎機能障害のある方 

⑧ 肝機能障害のある方 

⑨ 授乳婦 

⑩ 妊娠高血圧症候群にかかったことのある方や発症リスクが高いと医師に診断された方 

 

５．予防接種を受けた後の一般的注意事項 

① 接種後 30分は急な副反応がみられることもあります。医師（医療機関）と早急に連絡を 

取れるようにしておきましょう。 

② 入浴は差し支えありませんが、注射した部分をこすらないようにしてください。 

③ 激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。 

 

６．健康被害救済制度 

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった

り、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づ

く給付を受けることができます。 

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかの

因果関係を専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給

付を受けることができます。手続きについては長柄町福祉課へお問い合わせください。 

 

 

 
お問い合わせ・連絡先     長柄町福祉課 ℡ ３５－２４１４ 


